富谷市社会福祉協議会福祉関係団体等活動補助金交付要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は，社会福祉の増進及び福祉関係団体等の育成と活動の推進を図るため，
富谷市社会福祉協議会長（以下「社協会長」という。）が福祉関係団体等に対して行う当該事業に要する経費の補助（以下「補助金」という。）について必要な事項を定めるものとする。

（交付対象団体）

第２条　前条に定める補助金の交付対象となる福祉関係団体等は，次のとおりとする。

（１）富谷市遺族会

（２）富谷市母子福祉会

（３）富谷市手をつなぐ育成会

（４）富谷市身体障害者福祉協会

（５）富谷市老人クラブ連合会

（６）ゆとりすとクラブ・サロン
（７）街かどカフェ
（８）富谷市内小学校，中学校，高等学校（福祉教育推進校）
（９）別表１の要件をすべて満たす地域福祉活動団体

（交付対象経費等）

第３条　補助金の対象となる経費及び額については別表２のとおりとする。

（交付申請）

第４条　福祉関係団体等は，社協会長が定める日までに次の各号の書類を添えて申請しなければならない。（様式第１号）
（１）事業計画書

（２）事業予算書
（３）その他社協会長が必要と認めたもの
２　前項の書類，当該福祉関係団体等の総会資料をもって替えることができるものとする。

（補助金の交付決定）

第５条　社協会長は，補助金の交付申請があったときは，当該申請にかかる内容を審査の上，補助金の交付の決定をするものとする。
２　社協会長は，補助金の交付を決定したときは，速やかに補助金の交付申請をした福祉関係団体に通知するものとする。（様式第２号）
（補助金の交付）

第６条　前条第１項で交付決定した補助金は，前払いすることができるものとする。
２　補助金を受けようとする福祉関係団体等は，補助金請求書を提出しなければならない。（様式第３号）
（事業の変更及び中止，廃止）

第７条　補助金等の交付決定を受けた福祉関係団体等は，事業の内容及び経費の配分について変更が生じたとき及び中止又は廃止の場合は，社協会長の承認を受けなければならない。（様式第４号）
（状況報告）

第８条　社協会長は，福祉関係団体等活動補助金にかかる事業（以下「補助事業」という。）について必要があると認めたときは，補助金の交付決定を受けた福祉関係団体等に対し状況の報告を求めることができる。（様式第５号）
（実績報告）

第９条　補助金の交付を受けた福祉関係団体等は，事業完了の日から９０日以内に次の各号の書類を添えて社協会長に報告しなければならない。（様式第６号）
（１）事業報告書

（２）決算報告書

２　前項の書類は，当該福祉関係団体等の総会資料をもって替えることができるものとする。

（補助金の返還）
第１０条　補助金の交付を受けた福祉関係団体等が，次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付を取り消し，補助金の全部または一部を返還させるものとする。

（１）補助事業を中止又は廃止したとき
（２）詐欺，その他不正行為により補助金の交付を受けたとき
（３）この要綱の趣旨に反するとき
（補助金の確定）

第１１条　社協会長は，実績報告書の提出を受けた場合は，その内容を審査の上，補助金の額を確定するものとする。

附　則

この要綱は、平成１３年８月１日から施行し、平成１３年度の予算にかかる補助金等か
ら適用する。
附　則

　この要綱は、平成１４年８月１日から施行し、平成１４年度の予算にかかる補助金等から適用する。
附　則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度の予算にかかる補助金等から適用する。
附　則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の予算にかかる補助金等から適用する。
附　則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度の予算にかかる補助金等から適用する。
附　則
この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の予算にかかる補助金等から適用する。
附　則
この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度の予算にかかる補助金等から適用する。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度の予算にかかる補助金等から適用する。
別表１（第２条関係）
	
	交付対象要件

	１
	活動地域が主に富谷市内であること

	２
	団体の主たる設立目的が営利を目的としない地域福祉活動であること

	３
	団体の主たる活動が地域の町内会長，民生委員児童委員，社協会長のいずれかに認知されている地域福祉活動であること

	４
	地域福祉活動を，年間通して１０日以上行っていること

	５
	団体構成員が５人以上であり，その過半数以上が富谷市民であること

	６
	社会福祉協議会に登録する地域福祉活動団体又は，ボランティアセンターに登録する団体であること

	７
	団体の会則及び規約等を定めていること


別表２（第３条関係）
	
	対象団体
	対象経費
	補助金額
	補助率

	１
	富谷市遺族会
	会の周知啓発及び会員相互の親睦や研修等の活動に要する費用
	１６０，０００円
	市，社協
各２分の１

	２
	富谷市母子福祉会
	
	７０，０００円
	

	３
	富谷市手をつなぐ育成会
	
	５０，０００円
	

	４
	富谷市身体障害者福祉会
	
	１００，０００円
	

	５
	富谷市老人クラブ連合会
	老人クラブの周知啓発及び各地域の高齢者（老人クラブ）の親睦，交流活動に要する費用
	連合会　　　　　　　２０，０００円
単位クラブ　２０，０００円×団体数
	社協　
１０分の１０

	６
	ゆとりすとクラブ・サロン
	富谷市ゆとりすとクラブ・サロン事業実施要綱に基づく事業に要する費用
	１団体　　　　１，０００円×会員数
	市　３分の２
社協　３分の１

	７
	街かどカフェ
	富谷市街かどカフェ事業実施要綱に基づく事業に要する費用
	ア）月４回以上開催　８０，０００円
イ）月３回開催　　　６０，０００円
ウ）月２回開催　　　４０，０００円
エ）月１回開催　　　２０，０００円
	市，社協
各２分の１

	
	
	富谷市街かどカフェ事業実施要綱に基づく事業の開設に要する備品及び消耗品等購入費用
	オ）開設準備経費　　２０，０００円
	市　
１０分の１０

	８
	富谷市内小学校，中学校，高等学校
	福祉教育推進活動に要する費用
	１校　　　　　　　　３０，０００円
	社協　
１０分の１０

	９
	地域福祉活動団体
	地域福祉活動に要する費用
	１団体　１０，０００円＋５００円
×会員数（２０，０００円上限）
	市，社協
各２分の１


様式第１号（第４条関係）

　　　　年度福祉関係団体等活動補助金交付申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　

社会福祉法人　富谷市社会福祉協議会長　殿

所在地

団体名

代表者名

電話番号
年度において，下記のとおり事業を実施したいので，福祉関係団体等活動補助金交付要綱第４条の規定に基づき福祉関係団体活動補助金　　　　　　　　円を交付されますよう関係書類を添えて申請します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

１　事業の目的

　　社会福祉の増進及び地域交流の推進
２　添付種類

（１）事業計画書

（２）事業予算書

　（３）その他（会員名簿及び会則等）
　
別紙①）
年度　事業計画書
事業内容　（具体的な内容を記入）
	実施日
	事業名
	事業概要
	参加
予定数

	
	
	
	


（別紙②
年度　収支予算書

　（単位：円）
	【収　入】
	【支　出】

	項目
	金額
	備考
	項目
	金額
	備考

	
	
	
	
	
	

	収入合計
	
	支出合計
	


(注)収支の計は、同額となります。
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